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四條畷市人事行政の運営等の状況 

 

市の職員数や職員の給与などについて市民の方に広く理解していただくため、予算書や決算

書などからそのあらましを公表します。  

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況  

（１）部門別職員数の状況（各年４月１日現在）  

（単位：人）  

区 分 

 

部 門 

職  員  数 対前年 

増減数 平成 26 年 平成 27 年 

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議 会     5 5 0 

総務企画 65 65 0 

税 務     21 19 △2 

民 生     92 92 0 

衛 生     35 37 2 

農林水産 3 3 0 

商 工     2 2 0 

土 木     22 23 1 

小 計     245 246 1 

政
部
門 

特
別
行 

教 育     48 47 △1 

消 防     0 0 0 

小 計     48 47 △1 

等 

部 

門 

公
営
企
業 

水 道     19 20 1 

下 水 道     6 6 0 

そ の 他     13 13 0 

小 計     38 39 1 

合  計 331 332 1 

（注）くすのき広域連合などへの派遣職員や臨時又は非常勤職員は除いています。  
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（２）平成２６年と平成２７年との職員数の増減状況  

       （単位：人）  

区分 

部門 
増員数 減員数 差 引 主な増減理由  

一 

般 

行 

政 

部 

門 

議 会         

総務企画 1 △1 0 
増員：会計業務の体制強化  

減員：ホームページ業務の減少  

税 務      △2 △2 減員：大阪府域地方税徴収機構への事務委託  

民 生     9 △9 0 

増員：医療費助成・拡充によるスタッフ増、保育業務の

充実に伴うスタッフ増、相談体制等の強化に伴う

スタッフ増、児童発達支援・療育体制の強化に伴

うスタッフ増等  

減員：保育所の民間移譲に伴う業務減  

衛 生     2 △1 1 

増員：保健センターの体制強化、エネルギー事業の事務

増  

減員：職員の配置見直し  

農林水産     

商 工         

土 木     1  1 増員：昨年の退職補充による増  

政
部
門 

特
別
行 

教 育     1 △2 △1 
増員：職員の配置見直し  

減員：退職不補充等  

消 防         

等 

部 

門 

公
営
企
業 

水 道     1  1 増員：大阪府水道企業団への統合に向けての業務増  

下 水 道         

そ の 他         
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（３）年齢別職員構成の状況（各年４月１日現在）  

（単位：人）  

区 分  

20 歳  

 

未満  

20 歳  

～  

23 歳  

24 歳  

～  

27 歳  

28 歳  

～  

31 歳  

32 歳  

～  

35 歳  

36 歳  

～  

39 歳  

40 歳  

～  

43 歳  

44 歳  

～  

47 歳  

48 歳  

～  

51 歳  

52 歳  

～  

55 歳  

56 歳  

～  

59 歳  

60 歳  

 

以上  

計  

平成 27 年  1 25 47 19 29 34 47 43 28 23 24 12 332 

平成 26 年  1 27 41 14 32 33 48 39 31 18 41 6 331 

平成 22 年  0 22 15 32 33 63 45 36 26 69 57 0 398 

 

  

 

 

 

 

（４）職員の任免の状況 

① 総括                                                            （単位：人）  

区  分 採 用 昇 任 降任 異 動 休 職 停職 退 職 免職 

平成 26 年度 26（5） 39（1） － 69 22 － 33（4） － 

平成 25 年度 29（5） 58（1） － 73 23 － 27（1） － 

（注１）（ ）内は、指導主事及び大阪府からの派遣職員を内書きしています。  

（注２）育児休業代替任期付職員（採用 3 人、退職 3 人）を含んでいます。  
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② 職種別採用者数                             （単位：人）  

区    分 平成 25 年度 平成 26 年度 

一 般 

行政職 

一般事務職  8 8 

技
術
職 

社会福祉士 4 1 

土木・建築  1（1） 1（1） 

環境  1（1） 

税 務 職         2 3 

医 療 技 術 職         1  

看 護 ・ 保 健 職          2 

福 祉 職         6 6 

消 防 職         2  

企 業 職         1 1 

技 能 労 務 職           

幼 稚 園 教 育 職           

そ の 他 教 育 職         4（4） 3（3） 

合 計         29（5） 26（5） 

う ち 
男 18（5） 10（3） 

女 11 16（2） 

（注１）（ ）内は指導主事及び大阪府からの派遣職員を内書きしています。  

（注２）育児休業代替任期付職員（平成 25 年度は 2 人、平成 26 年度は 3 人）を含んでいます。 

 

③ 退職事由別退職者数                      （単位：人）  

退 職 事 由 平成 25 年度 平成 26 年度 

勤続 25 年未満の自己都合 8 4 

公務外死亡・公務外傷病   

勤続 20 年以上 25 年未満の勧奨  

勤 続 2 5 年 以 上 の 自 己 都 合               
2 1 

公 務 上 の  死 傷 病 

勤続 25 年以上の勧奨・整理  
2  

定     年 10 21 

そ  の  他 5（1） 7（4） 

合       計 27（1） 33（4） 

（注１）（ ）内は指導主事及び大阪府からの派遣職員を内書きしています。  

（注２）育児休業代替任期付職員（平成 26 年度は 3 人）を含んでいます。  
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２ 職員の給与の状況  

（１）総括  

① 人件費の状況  

ア 普通会計決算  

区 分 
住民基本台帳人口  

（年度末現在）  

歳出額 

Ａ 

実質収支 人件費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

前年度の  

人件費率  

平成 26 年度  
人 

56,455 

千円 

19,009,484 

千円 

425,870 

千円 

3,130,159 

％ 

16.5 

％ 

18.9 

平成 25 年度  
人 

56,812 

千円 

17,661,339 

千円 

536,953 

千円 

3,342,137 

％ 

18.9 

％ 

20.4 

（注）人件費には、特別職に支給される給料・報酬をはじめ、共済費（社会保険料の事業主負

担分）を含んでいます（下表のイ、ウにおいても同様です。）。  

 

イ 水道事業会計決算  

区 分 
総費用 

Ａ 

純損益 人件費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

前年度の  

人件費率  

平成 26 年度  
千円 

1,149,829 

千円 

5,321 

千円 

174,041 

％ 

15.1 

％ 

19.2 

平成 25 年度  
千円 

1,081,925 

千円 

33,361 

千円 

207,578 

％ 

19.2 

％ 

21.5 

 

ウ 下水道事業会計決算 

区 分 
総費用 

Ａ 

純損益 人件費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

前年度の  

人件費率  

平成 26 年度  
千円 

1,817,317 

千円 

89,838 

千円 

51,156 

％ 

2.8 

％ 

3.5 

平成 25 年度  
千円 

1,405,430 

千円 

86,749 

千円 

48,461 

％ 

3.4 

％ 

3.7 

（注）下水道事業は平成２１年度から企業会計を導入しました。 

 

 

② 給与費の状況  

ア 一般会計予算  

区 分 
職員数 

Ａ 

給   与   費 １人当たり  

給 与 費  

Ｂ／Ａ  給料 職員手当  期末・勤勉手当  
計 

Ｂ 

平成 27 年度  
人 

306（76） 

千円 

1,199,769 

千円 

264.321 

千円 

465,242 

千円 

1,929,332 

千円 

6,305 

平成 26 年度  
人 

299（80） 

千円 

1,199,336 

千円 

239,496 

千円 

453,947 

千円 

1,892,779 

千円 

6,330 

（注１）職員数の（ ）内は、短時間勤務職員を外書きしています。  

（注２）職員手当には、退職手当・児童手当を含んでいません（下表のイ、ウにおいても同様

です。）。  

（注３）給与費は、年度当初の予算に計上された額です（下表のイ、ウにおいても同様です。）。  

 

イ 水道事業会計予算  

区 分 
職員数 

Ａ 

給   与   費 １人当たり  

給 与 費  

Ｂ／Ａ  給料 職員手当  期末・勤勉手当  
計 

Ｂ 

平成 27 年度  
人 

20 

千円 

78,068 

千円 

26,900 

千円 

31,819 

千円 

136,787 

千円 

6,839 

平成 26 年度  
人 

20 

千円 

77,312 

千円 

26,417 

千円 

36,580 

千円 

140,309 

千円 

7,015 
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ウ 下水道事業会計予算 

区 分 
職員数 

Ａ 

給   与   費 １人当たり  

給 与 費  

Ｂ／Ａ  給料 職員手当  期末・勤勉手当  
計 

Ｂ 

平成 27 年度  
人 

6 

千円 

23,998 

千円 

7,428 

千円 

9,637 

千円 

41,063 

千円 

6,844 

平成 26 年度  
人 

7 

千円 

25,684 

千円 

8,106 

千円 

11,101 

千円 

44,891 

千円 

6,413 

 

③ ラスパイレス指数の状況  

区  分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

大 学 卒 93.5 93.2 101.5 102.3 94.1 

短 大 卒 97.1 98.5 107.9 104.1 98.0 

高 校 卒 87.2 91.1 101.4 100.0 93.1 

中 学 卒 － － 112.5 114.3 99.2 

全   体 91.5 92.7 102.0(94.2) 101.5（93.7） 94.0 

（注）ラスパイレス指数とは、一般行政職について、地方公務員と国家公務員の給与水準を国

家公務員の構成を基準として、学歴別・経験年数別に平均給与額を比較し、国家公務員の

給与を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示したものです。なお、ラスパイレス

指数は、その年度における職員構成の状況によって変動する場合があります。  

 （ ）内の数値は、国家公務員の時限的な（2 年間の）給与改定特別措置法による措置がな

いとした場合の値です。 

 

平成 26 年度  

四條畷市：94.0 

府内市平均：97.5 

全国市平均：98.6 
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（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況  

① 一般行政職の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（各年４月１日現在）  

区   分 平 均 年 齢       平均給料月額  平均給与月額  

平成 27 年 

四條畷市  38.6 歳 285,197 円 
367,098 円 

335,382 円 

国 43.5 歳 334,283 円 408,996 円 

平成 26 年 

四條畷市  39.8 歳 291,063 円 
373,391 円 

341,975 円 

国 43.5 歳 335,000 円 408,472 円 

（注１）平均給与月額とは、給料と扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当

などの諸手当の額を合計したものです（下表の②・③においても同様です。）。 

（注２）平均給与月額の下段の額は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、

特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のために国家公務員と

同じベースで再計算したものです（下表の②・③においても同様です。）。  

 

② 技能労務職の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（各年４月１日現在）  

区   分 平 均 年 齢       平均給料月額  平均給与月額  

平成 27 年 

四條畷市  51.2 歳 313,100 円 
350,096 円 

335,309 円 

国 50.2 歳 289,141 円 328,318 円 

平成 26 年 

四條畷市  51.3 歳 320,813 円 
364,771 円 

342,748 円 

国 51.0 歳 287,992 円 326,611 円 

 

③ 企業職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（各年４月１日現在）  

区 分 平 均 年 齢       平均給料月額  平均給与月額  

平成 27 年 47.5 歳 339,036 円 
432,769 円 

415,042 円 

平成 26 年 45.5 歳 327,978 円 
427,105 円 

405,699 円 

 

④ 職員の初任給の状況             （各年４月１日現在）  

区  分 四條畷市 国 

一

般

行

政

職 

平成 27 年 
大学卒 180,800 円 174,200 円 

高校卒 151,800 円 142,100 円 

平成 26 年 
大学卒 178,800 円 172,200 円 

高校卒 149,800 円 140,100 円 

技

能

労

務

職 

平成 27 年 
高校卒 151,800 円 － 円 

中学卒 － 円 － 円 

平成 26 年 
高校卒 149,800 円 － 円 

中学卒 － 円 － 円 

（注）技能労務職については、採用時の年齢や経験年数に応じて初任給を決定しています。  

平成 21 年度  

四 條 畷 市     ：93.2 

府内市平均：99.2 

全国市平均：98.4 
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⑤ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況  

（各年４月１日現在） 

区   分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年 

一
般
行
政
職 

平成 27 年 
大学卒 257,283 円 301,000 円   － 円 

高校卒   － 円   － 円   － 円 

平成 26 年 
大学卒 258,983 円 284,467 円 338,767 円 

高校卒   － 円   － 円 309,150 円 

技
能
労
務
職 

平成 27 年 
高校卒   － 円 259,900 円   － 円 

中学卒  － 円  － 円 － 円 

平成 26 年 
高校卒   － 円   － 円 276,300 円 

中学卒   － 円   － 円   － 円 

 

（３）級別職員数の状況 

① 行政職等給料表の適用を受ける職員数の状況  

ア 企業職員以外の状況 

（各年４月１日現在）  

職務の級 標 準 的 な 職 務 の 内 容 
平成26年 平成27年 

職員数 構成比 職員数 構成比 

１  級 ２級以上に格付けされない職員の職務 
人 

47 

％ 

15.5 

人 

54 

％ 

17.8 

２  級 
特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職

員の職務 

人 
84 

％ 
27.6 

人 
90 

％ 
29.6 

３  級 主査の職務 
人 

50 

％ 

16.4 

人 

40 

％ 

13.1 

４  級 主任の職務又はこれに相当する職務 
人 

38 

％ 

12.5 

人 

37 

％ 

12.2 

５  級 課長代理の職務又はこれに相当する職務 
人 

24 

％ 

7.9 

人 

21 

％ 

6.9 

６  級 課長の職務又はこれに相当する職務 
人 

42 

％ 

13.8 

人 

44 

％ 

14.5 

７  級 
次長の職務若しくはこれに相当する職務又は会計管

理者の職務 

人 

10 

％ 

3.3 

人 

8 

％ 

2.6 

８  級 理事若しくは部長の職務又はこれらに相当する職務 
人 

9 

％ 

3.0 

人 

10 

％ 

3.3 

（注）標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務をいいます（下表の

イにおいても同様です。）。  
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イ 企業職員の状況  

（各年４月１日現在）  

職務の級 標 準 的 な 職 務 の 内 容 
平成26年 平成27年 

職員数 構成比 職員数 構成比 

１  級 ２級以上に格付けされない職員の職務 
人 

2 

％ 

8.0 

人 

1 

％ 

3.8 

２  級 
特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職員

の職務 

人 

3 

％ 

12.0 

人 

3 

％ 

11.6 

３  級 主査の職務 
人 

7 

％ 

28.0 

人 

9 

％ 

34.6 

４  級 主任の職務又はこれに相当する職務 
人 

6 

％ 

24.0 

人 

6 

％ 

23.1 

５  級 課長代理の職務又はこれに相当する職務 
人 

2 

％ 

8.0 

人 

2 

％ 

7.7 

６  級 課長の職務又はこれに相当する職務 
人 

4 

％ 

16.0 

人 

4 

％ 

15.4 

７  級 
次長の職務若しくはこれに相当する職務又は会計管理

者の職務 

人 

0 

％ 

0.0 

人 

0 

％ 

0.0 

８  級 理事若しくは部長の職務又はこれらに相当する職務 
人 

1 

％ 

4.0 

人 

1 

％ 

3.8 

 

（４）職員の手当の状況 

① 期末・勤勉手当（平成２６年度） 

区   分 
四條畷市  国 

6 月分 12 月分 6 月分 12 月分 

期 末 手 当 
1.225 月分 

（0.65 月分） 

1.375 月分 

（0.8 月分） 

1.225 月分 

（0.65 月分） 

1.375 月分 

（0.8 月分） 

勤 勉 手 当 
0.675 月分 

（0.325 月分） 

0.825 月分 

（0.375 月分） 

0.675 月分 

（0.325 月分） 

0.825 月分 

（0.375 月分） 

計 
1.9 月分 

（0.975 月分） 

2.2 月分 

（1.175 月分） 

1.9 月分 

（0.975 月分） 

2.2 月分 

（1.175 月分） 

１人当たり平均支給額  

（一般会計）  
1,128 千円 －    千円 

１人当たり平均支給額  

（水道事業会計）  
 1,562 千円 －    千円 

１人当たり平均支給額  

（下水道事業会計）  
1,596 千円 －    千円 

加算措置の状況  
職制上の段階、職務の級に

よる加算措置あり  

職制上の段階、職務の級によ

る加算措置あり  

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。  
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② 退職手当（平成２６年度） 

区    分 
四條畷市 国 

自己都合 定年・勧奨  自己都合 定年・勧奨  

勤続２０年 21.62 月分 27.025 月分 
21.62 月分 

（20.445 月分） 

27.025 月分 

（25.55625 月分） 

勤続２５年 30.82 月分 36.57 月分 
30.82 月分 

（29.145 月分） 

36.57 月分 

（34.5825 月分） 

勤続３５年 43.7 月分 52.44 月分 
43.7 月分 

（41.325 月分） 

52.44 月分 

（49.59 月分） 

最高支給率 52.44 月分 52.44 月分 
52.44 月分 

（49.59 月分）  

52.44 月分 

（49.59 月分） 

加 算 措 置      
定年前早期退職に限り、その者

の年齢に応じ 2～45％を加算  

定年前早期退職に限り、その者の年

齢に応じ 2～45％を加算 

退 職 時 特 別 昇 給          な し な し 

１人当たり平均支給額 457 千円 22,019 千円 －  千円 －  千円 

（注 1）１人当たり平均支給額は、平成 26 年度に退職した全職種に係る職員に支給された

平均額です。  

（注 2）国の（ ）内は国家公務員退職手当法の改正により、平成 26 年 7 月以降に退職し

た場合の支給月数です。 

 

③ 地域手当（平成２６年度） 

区    分 一 般 会 計       水道事業会計  下水道事業会計  

支 給 対 象 地 域            全 地 域     

支 給 率            3％ 

支 給 対 象 職 員 数            374 人 20 人 7 人 

国 の 制 度 （ 支 給 率 ）            3％ 

支給対象職員１人当たり平均支給年額  99 千円 126 千円 121 千円 

 

④ 特殊勤務手当（平成２６年度） 

区      分 一 般 会 計       水道事業会計  下水道事業会計  

職員全体に占める手当支給職員の割合  3.7％ 45.0％ 85.7％ 

支給対象職員１人当たりの平均支給年額  68 千円 9 千円 6 千円 

手   当   の   種   類 10 種類 3 種類 3 種類 
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ア 企業職員以外に支給されるもの  

手当の名称  支給単価 支給対象業務  

感染症防疫作業手当 1,000 円/件 法律に基づく感染症の防疫作業に従事  

死獣処理手当  300 円/件 犬・猫等の死体処理に従事  

そ族昆虫駆除作業手当  350 円/件 そ族昆虫の駆除作業に従事  

行旅死亡人等収容護送手当  
1,000 円/件 行旅病人の収容護送等の作業に従事  

2,000 円/件 行旅死亡人の収容護送等の作業に従事  

土木等現場作業手当  250 円/日 土木・建築等の現場作業に従事  

災害応急作業手当  800 円/件 防災等危険を伴う災害応急作業に従事  

特殊自動車運転業務手当 150 円/日 特殊自動車の運転業務に従事  

 

イ 企業職員に支給されるもの  

手当の名称 支給単価 支給対象業務  

第１種 
2,500 円/回 緊急の呼出で応急作業に従事（下記の時間帯以外）  

3,000 円/回 
緊急の呼出で応急作業に従事（午後 10 時から翌日の午前 5

時までの間）  

第２種 150 円/日 特殊自動車の運転に従事  

第３種 1,500 円以内/回 事故対策等応急作業に従事  

 

⑤ 時間外勤務手当・休日勤務手当（平成２６年度） 

区      分 一 般 会 計       水道事業会計  下水道事業会計  

職員１人当たり平均支給年額 256 千円 173 千円 116 千円 

 

 

⑥ 宿日直手当（平成２６年度） 

区      分 一 般 会 計       水道事業会計  下水道事業会計  

職員１人当たり平均支給年額  － 千円 439 千円  － 千円 
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⑦ その他の手当 

（各年 4 月 1 日現在）  

区分 内容及び支給単価  
国の制度 

との異同 
国の制度と異なる内容  

扶
養
手
当 

＜平成 26 年＞  

同 じ  配偶者            13,000 円  

配偶者以外           6,500 円  

＜平成 27 年＞  
同 じ  

平成 26 年と同様  

住
居
手
当 

＜平成 26 年＞  

同 じ  借家居住者 家賃に応じて  

27,000 円まで  

＜平成 27 年＞  
同 じ  

平成 26 年と同様  

通
勤
手
当 

＜平成 26 年＞  

同 じ  

交通用具利用者  

                 2,000 円～31,600 円  

交通機関等利用者  

 運賃等相当額について、6 箇月定期券  

の価額による一括支給（1 箇月当たりの  

運賃等相当額の上限は、55,000 円）  

＜平成 27 年＞  

同 じ  
平成 26 年と同じ  

管
理
職
手
当 

＜平成 26 年＞  

部長級以上 78,000 円  

次長級   65,000 円  

課長級   58,000 円  

課長代理級 45,000 円  

異なる 

＜平成 26 年＞  

特別調整額として、官職に応じ、  

46,300 円～139,300 円  

＜平成 27 年＞  

平成 26 年と同じ  
異なる 

＜平成 27 年＞  

平成 26 年と同様  
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（５）特別職の報酬等  

（平成２７年４月１日現在）  

区  分 給料月額等  区  分 報酬月額等  

給 
 

 
 

 

料 

市    長 
（920,000 円） 

644,000 円 
報 

 
 

 
 

酬 

議    長 
（590,000 円） 

560,500 円 

副  市  長 
（790,000 円） 

632,000 円 
副  議  長 

（555,000 円） 

527,250 円 

  議    員 
（530,000 円） 

503,500 円 

期
末
手
当 

市    長 

副  市  長 

 ６月支給分：1.90 月分 

１２月支給分：2.20 月分 

議    長 

副  議  長 

議    員 

 ６月支給分：1.90 月分 

１２月支給分：2.20 月分 

加算措置       有 

退
職
手
当 

 （算定方式）  （支給時期）  

市 長        
（給料月額×在職月数×40/100）－（給料月額

×在職月数×40/100×50/100） 
任期ごとに支給  

副  市  長 
給料月額×在職月数×25/100－（給料月額×在

職月数×25/100×30/100） 
任期ごとに支給  

（注）給料欄の（ ）書きの額は、減額前の額です。  
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３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  

（１）職員の勤務時間等 

（各年４月１日現在）  

区  分 勤務日 勤務時間 休憩時間 

平成 27 年度 月曜日～金曜日  8:45 ～ 17:15 12:00 ～ 12:45 

平成 26 年度 月曜日～金曜日  8:45 ～ 17:15 12:00 ～ 12:45 

（注）職場により、始業・終業時間等が異なる場合があります。  

 

（２）職員の休暇  

① 年次有給休暇  

区  分 
職員数  

Ａ  

総付与時間  

Ｂ  

総取得時間  

Ｃ  

平均取得時間  

Ｃ /Ａ  

平均取得日数  

 

平成 26 年度 
下記以外  282 人 84,356 時間 20,196 時間 71.6 時間 9.0 日 

企業職員  24 人 8,501 時間 2,568 時間 107 時間 13.4 日 

（注１）職員数は、各年４月１日から翌年３月３１日までの全期間に在職した職員とし、当

該期間の中途に採用された者や退職した者などは除いています。  

（注２）年次有給休暇は、１６０時間を限度として次年度に持ち越すことができます。  

 

② 主な特別休暇  

特別休暇とは、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に認められ

る休暇です。主な特別休暇は下表のとおりです。  

休暇の名称  内容又は取得条件  付与日数等  

ドナー休暇 
骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として検査

又は入院等の必要がある場合  

必要と認められる  

期間  

ボランティア休暇  
職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献

する活動を行う場合  
１年に５日以内  

結婚休暇 結婚する場合  
週休日を含む連続  

した１０日以内  

育児時短 生後１年に達しない生児を育てる場合  
１日２回で、１回に  

つき４０分  

出産補助休暇  妻が出産する場合  ５日以内  

子看休暇 小学校６年生までの子を看護する場合  
子１人につき、１年

度で５日以内  

祭日休暇 
父母、配偶者又は子の追悼のための特別な行事を  

行う場合  
１日  

夏季休暇 夏季において元気回復を図る場合  

７月から９月まで

の期間内において

７日以内  

リフレッシュ休暇  

永年勤続表彰を受けた職員が、心身のリフレッシュ

を図る場合  

①勤続期間が１０年に達した職員  

②勤続期間が２０年に達した職員  

③勤続期間が３０年に達した職員  

週休日を含む連続

した  

①３日以内  

②５日以内  

③１０日以内  
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４ 職員の分限及び懲戒処分の状況  

（１）分限処分  

分限処分とは、公務能率を維持し、適正な運営を確保することを目的として、本人の意

に反してその身分に不利益な変動をもたらす処分のことです。なお、分限処分には、免職・

休職・降給・降任の４種類があります。  

区  分 
処分者数 

（延数） 
処 分 理 由 

平成 26 年度 

免 職  0 人  

休 職 4 人 心身の故障により、長期の休養を要するためなど  

降 給  0 人  

降 任  0 人  

（注１）免職とは、職員の意に反してその職を失わせる処分のことをいいます。  

（注２）休職とは、職を保有させたまま、一定期間職員を職務に従事させない処分のことをい

います。 

（注３）降給とは、職員が現に決定されている給料の額よりも低い額の給料に決定する処分の

ことをいいます。  

（注４）降任とは、法令・条例・規則その他の規定により公の名称が与えられている職で、そ

の職員が現に有するものより下位のものに任命する処分のことをいいます。  

 

（２）懲戒処分  

懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない行為等があった場合に、公務員全体の秩序

を維持するために、職員の義務違反に対する道義的責任を追及して行う処分のことです。

なお、懲戒処分には、免職・停職・減給・戒告の４種類があります。  

区  分 
処分者数 

（延数） 
処 分 理 由 

平成 26 年度 

免 職 0 人  

停 職 0 人  

減 給 0 人  

戒 告 0 人  

（注１）免職とは、職員に対し、その職を失わせる処分のことをいいます。  

（注２）停職とは、職員をその職務に従事させない処分のことをいいます。  

（注３）減給とは、一定期間職員の給与の一定割合を減額して支給する処分のことをいいます。 

（注４）戒告とは、職員の規律違反の責任を確認するとともに、その将来を戒める処分のこと

をいいます。  
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５ 職員の研修及び勤務評定の状況  

（１）職員の研修  

職員の能力向上を図り、限られた職員数で行政サービスの維持・向上を目的として人権研修

や管理職、一般職員等を対象とした研修を下表のとおり実施した。  

また、市町村職員研修研究センター（マッセ大阪）の法律研修や各種実務研修などに課程延

べ人、e ラーニングに課程延べ人が参加した。その他、全国市町村国際文化研究所（JIAM）・

社団法人日本経営協会・財団法人大阪府都市整備推進センター等の専門研修に課程人が参

加した。 

研 修 内 容 受講対象者  研 修 期 間 
受講

者数 

新規採用職員研修  新規採用職員  

平成 26 年 4 月 1 日～5 日 

平成 26 年 10 月 27 日～31 日 

平成 26 年 11 月 17 日～21 日 

18 

人事評価研修  主任級以上の職員  平成 26 年 5 月 8 日 11 

政策形成研修  
入職 3 年目から 13

年目の職員  
平成 26 年 7 月 2 日～12 月 17 日 4 

熱中症予防研修会  
野外作業に従事す

る者等 
平成 26 年 7 月 4 日 26 

食中毒予防講演会  
給食配膳等に関わ

る職員 
平成 26 年 8 月 12 日 20 

自動車安全運転講習会  全職員 平成 26 年 8 月 28 日 26 

人事評価事例研修  主任級以上の職員  
平成 26 年 8 月 26 日、 

9 月 1 日、9 月 3 日 
79 

河北研修協議会  

「女性☆輝き研修」 
女性職員 平成 26 年 11 月 6 日 2 

ハラスメント防止研修  主任級以上の職員  平成 26 年 12 月 17 日 31 

ファシリテーター養成研

修 
全職員 平成 27 年 1 月 9 日 13 

人権研修 全職員 

平成 27 年 1 月 27 日、 

2 月 3 日、2 月 5 日、 

2 月 10 日、2 月 12 日 

433 

 

（２）勤務評定（人事評価制度）  

人事評価制度は、コミュニケーション・ツールと位置付け、①組織マネジメントの向上 ②

人材育成 ③継続的な業績を達成する組織づくり ④挑戦する組織風土の 4 つを目的に実施し

ている。平成 26 年度については、評価期間を上半期と下半期に分け全職員を対象に実施した。  

なお、課長代理級以上の職員については、人事評価の結果を平成 26 年度の勤勉手当の成績率

に反映させた。  
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６ 職員の福祉及び利益の保護の状況  

（１）職員の福祉（福利厚生）  

職員の福利厚生については、地方公務員法及び四條畷市職員厚生制度に関する条例に基

づき、四條畷市職員桜楓会（以下「桜楓会」といいます。）で下記の事業を実施しました。 

桜楓会では、平成 26 年度の事業を下記のとおり実施しました。  

・慶弔金等の給付  

・日帰り旅行  

・年間契約民宿ペンションの宿泊補助  

・観劇負担補助  

・ボウリング大会  

・プロ野球観覧  

・アスレチッククラブの利用  

・生命保険等の団体扱い 

なお、桜楓会では、会員からの掛け金と市からの事業に対する補助金を明確に区分し

事業を運営しています。 

 

（２）利益の保護（公務災害補償）                                       （単位：人） 

区  分 
発生件数 傷病の程度  被災職員内訳  

公務災害 通勤災害 計 
加  療 

１月未満 

加  療 

１月以上 
技能職員 その他 

平成 26 年度 6 1 7 4 3 3 4 

 

 

７ 公平委員会の状況  

地方公務員法第７条第３項の規定により公平委員会を設置しています。なお、公平委員会

は、次に掲げる事務を処理しています。  

（１）職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し、及び必要

な措置を執ること  

（２）職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること  

（３）職員の苦情を処理すること  

区  分 業 務 の 種 別 件 数 

平成 26 年度 

勤務条件に関する措置の要求の状況  0 件 

不利益処分に関する不服申立ての状況  0 件 

苦情の処理の状況  0 件 

 


